
スポーツ 保健・介護 福 祉 催 し 募 集 そ の 他

新
小
学
１
年
生
の
就
学
援

助
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

　

町
は
、
小
・
中
学
校
に
在
学
す

る
児
童
・
生
徒
の
保
護
者
で
、
経

済
的
な
理
由
に
よ
り
給
食
費
な
ど

の
負
担
が
困
難
な
人
に
「
就
学
援

助
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
新
小
学
１
年
生
の
み

の
受
け
付
け
と
な
り
ま
す
。
そ
れ

以
外
の
申
請
受
付
時
期
に
つ
い
て

は
、
６
月
中
旬
頃
の
予
定
で
す
。

※�

１１
月
に
新
入
学
用
品
費
の
早
期

支
給
を
申
請
し
た
人
に
つ
い
て

は
、
申
請
不
要
で
す
。

▽
対
象
と
な
る
前
年
収
入
の
目
安

◦�

３
人
世
帯
…
４
８
０
万
円
程
度

◦�

４
人
世
帯
…
５
９
０
万
円
程
度

◦�

５
人
世
帯
…
６
５
０
万
円
程
度

※�

金
額
は
目
安
で
す
。
範
囲
内
で

も
対
象
に
な
ら
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

▽�

申
請
方
法　

申
請
書
を
教
育
委

員
会
学
校
教
育
課
に
提
出
す
る

か
、
電
子
申
請
に
よ
り
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
、
教
育

委
員
会
学
校
教
育
課
か
ら
送
付

さ
れ
る
案
内
文
書
ま
た
は
町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。
な
お
、
申
請
書
は
教
育

委
員
会
に
備
え
て
あ
り
ま
す
。

▽�

申
請
期
間　

◦�

窓
口
で
の
申
請
…
２
月
２５
日
㈬

～
３
月
６
日
㈮
の
平
日
、
午
前

９
時
～
午
後
５
時

※�

火
曜
日
は
午
後
７
時
ま
で
受
け

付
け
ま
す
。

◦�

電
子
申
請
…
２
月
２５
日
㈬
～
３

月
６
日
㈮

申�

請
・
問
合
先　

教
育
委
員
会
学

校
教
育
課
学
校
教
育
係
（
内
線

７
６
５
）

公
営
住
宅
の
申
し
込
み
を

受
け
付
け
ま
す

　

町
は
、
３
月
２
日
㈪
か
ら
令
和

８
年
度
分
の
公
営
住
宅
の
入
居
申

し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す
。

　

な
お
、
令
和
７
年
度
中
に
申
し

込
み
を
し
て
い
た
人
も
３
月
３１
日

で
有
効
期
限
が
切
れ
る
た
め
、
継

続
し
て
入
居
を
希
望
す
る
場
合
は
、

改
め
て
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

▽�

申
込
方
法　

入
居
申
込
書
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
個
人
番
号

届
出
書
と
必
要
書
類
を
添
え
て

役
場
住
宅
課
公
営
住
宅
係
ま
た

は
木
野
支
所
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※�

申
込
書
は
役
場
住
宅
課
と
木
野

支
所
に
備
え
て
あ
り
ま
す
。

申�

込
・
問
合
先　

役
場
住
宅
課
公

営
住
宅
係
（
内
線
３
２
６
）

確
定
申
告
・
町
道
民
税
の

申
告
を
お
忘
れ
な
く

　

所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税
の

確
定
申
告
や
町
道
民
税
の
申
告
が

始
ま
り
ま
し
た
。
町
で
受
け
付
け

る
確
定
申
告
は
、
給
与
・
年
金
所

得
者
の
み
で
、
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
を
受
け
る
人
や
令
和
６
年

以
前
分
を
申
告
す
る
人
は
、
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
な
ど
で
申
告
を
行
う
か
帯

広
税
務
署
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

役
場
と
木
野
支
所
で
は
受
け
付

け
で
き
ま
せ
ん
。
詳
細
は
広
報
お

と
ふ
け
２
月
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

♦�

帯
広
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ　

▽�

確
定
申
告
会
場
開
設
期
間　

３

月
１６
日
㈪
ま
で
の
平
日
、
午
前

９
時
～
午
後
４
時

問�

合
先　

所
得
税
・
復
興
特
別
所

得
税
に
つ
い
て
…
国
税
相
談
専

用
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０

－

００

－

５
９
０
１
、
申
告
や
町
道
民

税
に
つ
い
て
…
役
場
税
務
課
住

民
税
係
（
内
線
５
７
２
）

日
２月１６日㈪

～

３月２日㈪

３月４日㈬

～

３月１６日㈪

場所
木野

コミセン
共栄

コミセン

受付

時間
午前９時～午後４時

（土・日曜日、祝日を除く）

▼�日程表

　

共生社会の実現に向けて　Ｖｏｌ．３０

♦�ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の目標１６「平和

と公正をすべての人に」について

　これまで本記事では、貧困、教育、労働、そし

て不平等の解消といったＳＤＧｓの目標を通じ、誰

もが自分らしく暮らせる「共生社会」のあり方を

考えてきました。

　今回は、目標１６「平和と公正をすべての人に」

についてです。これは、暴力や差別のない平和な

社会を築き、誰もが法やサービスを平等に受けら

れる仕組みをつくる目標です。難しく聞こえるか

もしれませんが、その核心にあるのは、これまで

の記事でもお伝えしてきた「誰一人取り残さない」

社会を目指すことです。

　町は、子ども食堂での多世代交流や障がいのあ

る人の就労支援、地域福祉のネットワークづくり

など、皆さんと共に一歩ずつ歩みを進めています。

町内会やボランティア団体の活動では、誰もが参

加できる場が提供されており、地域のつながりを

強くする大切な役割を果たしています。皆さんが

少しでも関心を持ち、活動に参加することで、さ

らに心温まる地域がつくられていきます。

　音更町の豊かな自然のように、

住民の誰もが安心して心豊かに

生活することができる、そんな

まちをこれからも一緒につくっ

ていきませんか。

問合先
役場企画課企画調整係
（内線２１３）

23 2026.3


